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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発泡ポリスチレン、発泡ポリプロピレン、ポリエチレンとポリスチレンとの共重合体樹
脂発泡体の何れか、又は前記３種類のプラスチックのうち、２種又は３種による混合物か
らなり、かつ球形のスキン層を形成している発泡プラスチック粒と、セメント及び砂を含
むコンクリート材との混合によって形成されている軽量土木及び建築用資材であって、発
泡プラスチック粒が水溶性の接着剤によって被覆されており、当該接着剤が発泡プラスチ
ック粒だけでなく、コンクリート材に対しても接着している軽量土木及び建築用資材。
【請求項２】
　水溶性の接着剤が、ポリアクリルアミド、ポリアクリル酸ナトリウム、ポリエチレンイ
ミン、ポリビニルアルコール、ポリビニルブチラールの水溶性樹脂の何れかであることを
特徴とする請求項１記載の軽量土木及び建築用資材。
【請求項３】
　水溶性の接着剤が、水との混合によってエマルジョンを形成するアクリル・スチレン共
重合体、アクリルアミド・アクリレート共重合体、アスファルト・ポリエチレンの何れか
であることを特徴とする請求項１記載の軽量土木及び建築用資材。
【請求項４】
　発泡プラスチック粒とコンクリート材との重量比を調整することによって、密度の範囲
が０．２～１．６ｇ／ｃｍ３であり、好ましくは０．６～１．３ｇ／ｃｍ３であることを
特徴とする請求項１、２、３の何れか一項に記載の軽量土木及び建築用資材。
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【請求項５】
　発泡プラスチック粒におけるスキン層の外径を２．０ｍｍ～１０ｍｍとし、前記密度と
して小さな数値を選択するに従って、前記外径につき大きな数値を設定することを特徴と
する請求項４記載の軽量土木及び建築用資材。
【請求項６】
　コンクリート材におけるセメントの重量比が３０％～６０％であることを特徴とする請
求項１、２、３、４、５の何れか一項に記載の軽量土木及び建築用資材。
【請求項７】
　水溶性の接着剤の水溶液と混合状態にある前記発泡プラスチック粒に対し、水、セメン
ト、砂を含む生コンクリート材を混入し、かつ前記水溶液並びに発泡プラスチック粒及び
生コンクリート材を攪拌した後に順次乾燥することのみに基づく請求項１記載の軽量土木
及び建築用資材の製造方法。
【請求項８】
　発泡プラスチック粒と水溶性の接着剤の水溶液とを攪拌混合した上で乾燥することを介
して得られた水溶性の接着剤によって被覆されている発泡プラスチック粒に対し、水、セ
メント、砂を含む生コンクリート材を混入し、かつ発泡プラスチック粒及び生コンクリー
ト材を攪拌した後に順次乾燥することのみに基づく請求項１記載の軽量土木及び建築用資
材の製造方法。
【請求項９】
　発泡プラスチック粒に対して混入する前段階にある生コンクリート材のサンプルにおけ
る水の重量比が２５％～４５％の範囲であって、サンプルの密度が大きいほど水の重量比
が大きいことを特徴とする請求項８記載の軽量土木及び建築用資材の製造方法。
【請求項１０】
　請求項１記載の軽量土木及び建築用資材を変形自在の包装袋中に収容し、地盤材として
使用する領域に当該包装袋を単位として敷設することを特徴とする軽量土木及び建築用資
材の使用方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、土木工事における地盤材及び建築工事における壁材及び床材等の建築用資材
として使用することを目的とする発泡ポリスチレン、発泡ポリプロピレン、ポリエチレン
とポリスチレンとの共重合体樹脂発泡体の何れか、又は前記３種類のプラスチックのうち
、２種又は３種による混合物からなる発泡プラスチック粒とセメント及び砂を含むコンク
リート材との混合によって形成されている軽量土木及び建築用資材並びにその製造方法を
対象としている。
【背景技術】
【０００２】
　ポリスチレン樹脂等の発泡プラスチック粒とセメント及び砂利を含むコンクリート材と
の混合によって形成されている軽量土木及び建築用資材は、特許文献１及び同２に示すよ
うに公然と知られている。
【０００３】
　前記資材は、予め製造した発泡プラスチック粒に対し、水、セメント及び砂からなる生
コンクリート材を混入し、かつ発泡プラスチック粒及び生コンクリート材を攪拌した後に
順次乾燥することによって製造されており、発泡プラスチック粒の存在によって軽量であ
って、運搬及び工事作業上扱いやすいことを特徴としている。
【０００４】
　然るに、このような製造工程による軽量土木及び建築用資材においては、生コンクリー
ト材を乾燥する過程において随所に空隙が分布するような状態が発生する一方、発泡プラ
スチック粒自体が変形しやすいことから、発泡プラスチック粒の比率が大きくなるに従っ
て、圧縮強度等の機械的強度が順次減少する傾向を免れることができない。
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　但し、発泡プラスチック粒が変形し易いことは、外部からの振動が作用した場合には、
却って発泡プラスチック粒が変形し易いことによって、当該振動を資材内部にて吸収する
という作用効果をも発揮し得ることを意味している。
【０００５】
　前記資材の強度を補強するため、例えば特許文献１においては、資材全体の機械的強度
を補強するために繊維、線状体又は網状体を配置するという構成が採用され、特許文献２
の場合には、同様に、金網を配置する構成が採用されている。
【０００６】
　しかしながら、このような配置構成は、前記資材の成形工程が煩雑であり、しかも新た
な配置工程を必要とする点において、製造コストが高価とならざるを得ない。
【０００７】
　前記配置構成に代えて、前記資材のコンクリート材の全領域中に接着剤を混入し、かつ
コンクリート材中に発生する前記空隙の相当部分を充填し、かつ固化することによって、
前記資材の強度を補強する構成が近年採用されている。
【０００８】
　しかしながら、たとえ接着剤の混入及び固化によって前記資材の強度を補強したとして
も、発泡プラスチック粒自体が変形し易いことによる機械的強度を補強することは、現実
には極めて困難である。
【０００９】
　更には、コンクリート材中に発生する空隙の殆どを充填するような接着剤の混入を行う
場合には、接着剤に多額のコストを要することから、製造コストが高価である点において
、前記特許文献１及び同２の場合と変わりはない。
【００１０】
　このように、発泡プラスチック粒とコンクリート材との混合によって形成されている軽
量土木及び建築用資材に関する公知技術においては、製造工程がシンプルであって、しか
も大量の接着剤の混入を不要とする構成は提唱されていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開平３－７２１３３号公報
【特許文献２】実用新案登録第３０４０５６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、発泡プラスチック粒を混入している軽量土木及び建築用資材において、製造
上のコストが安価であって、しかも発泡プラスチック粒の存在による機械的強度を充分に
補強し得るような構成を提供することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　前記課題を解決するため、本発明の基本構成は、
（１）発泡ポリスチレン、発泡ポリプロピレン、ポリエチレンとポリスチレンとの共重合
体樹脂発泡体の何れか、又は前記３種類のプラスチックのうち、２種又は３種による混合
物からなり、かつ球形のスキン層を形成している発泡プラスチック粒と、セメント及び砂
を含むコンクリート材との混合によって形成されている軽量土木及び建築用資材であって
、発泡プラスチック粒が水溶性の接着剤によって被覆されており、当該接着剤が発泡プラ
スチック粒だけでなく、コンクリート材に対しても接着している軽量土木及び建築用資材
、
（２）水溶性の接着剤の水溶液と混合状態にある前記発泡プラスチック粒に対し、水、セ
メント、砂を含む生コンクリート材を混入し、かつ前記水溶液並びに発泡プラスチック粒
及び生コンクリート材を攪拌した後に順次乾燥することのみに基づく前記（１）の軽量土
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木及び建築用資材の製造方法、
（３）発泡プラスチック粒と水溶性の接着剤の水溶液とを攪拌混合した上で乾燥すること
を介して得られた水溶性の接着剤によって被覆されている発泡プラスチック粒に対し、水
、セメント、砂を含む生コンクリート材を混入し、かつ発泡プラスチック粒及び生コンク
リート材を攪拌した後に順次乾燥することのみに基づく前記（１）の軽量土木及び建築用
資材の製造方法、
からなる。
【発明の効果】
【００１４】
　基本構成（１）の軽量土木及び建築用資材は、発泡プラスチック粒を採用せずに単に空
隙のみが存在する軽量コンクリート材に比し、以下のような効果を発揮することができる
。
１．発泡プラスチック粒の介在によって、吸水・吸湿性が小さく、通水性を発揮すること
ができ、その結果、水位の高い施工及び水中の施工においても使用することができる。
２．上記軽量コンクリート材よりも更に軽量であり、かつ発泡プラスチック粒に対し生コ
ンクリート材を混入した後に順次乾燥している段階にある資材においては、当該資材が流
動性及び可変性を有するため、工事現場の施工作業を容易に遂行することができる。
３．発泡プラスチック粒の変形可能性を原因として、外部からの振動及び衝撃を吸収する
割合が高い。
４．有機質である発泡プラスチック粒の存在によって、熱伝導率が無機質であるコンクリ
ート材よりも極めて低く、温度変化による変形の程度を少なくすることができる。
５．弾性変形の程度が大きいことから、狭小な領域内に充填・打設を行うことができ、し
かも打設圧が小さいことから、型枠をシンプルな形状とすることができる。
【００１５】
　更には、基本構成（１）の軽量土木及び建築用資材は、球形を形成していない発泡プラ
スチック粒とコンクリート材との混合によって形成されている従来技術の構成に比し、以
下のような効果を発揮することができる。
１．球形を形成している発泡プラスチック粒の周囲を硬化した水溶性の接着剤によって被
覆すると共に、当該接着剤が発泡プラスチック粒だけでなく、コンクリート材に対しても
接着状態にあることを原因として、圧縮強度等の機械的強度を十分向上させることができ
る。
２．特許文献１及び同２のような従来技術の場合のように、繊維、線状体又は網状体等の
配置は不要であって、製造工程が極めてシンプルである。
３．水溶性の接着剤をコンクリート材の全領域中に混在させる必要がなく、水溶性の接着
剤を当該全領域中に混在させている従来技術に比し、製造コストを安価とすることができ
る。
【００１６】
　しかも、基本構成（２）及び（３）の製造方法によって、発泡プラスチック粒とコンク
リート材とが均一な混合状態を形成している基本構成（１）の軽量土木及び建築用資材を
実現しており、その結果、前記の各効果を発揮することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】基本構成（１）の資材の構成を示す模式的側断面図である。
【図２（ａ）】基本構成（１）の軽量土木及び建築資材を製造する工程を示す側断面図で
あって、（ａ）は、基本構成（２）の場合を示す。
【図２（ｂ）】基本構成（１）の軽量土木及び建築資材を製造する工程を示す側断面図で
あって、（ｂ）は、基本構成（３）の場合を示す。
【図３】本発明の実施形態における密度と機械的強度との関係を示すグラフであって、（
ａ）は、圧縮強度の場合を示し、（ｂ）は、曲げ強度の場合を示し、（ｃ）は、圧縮弾性
率の場合を示す。
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【図４】本発明の軽量土木及び建築用資材を地盤材として使用する場合における実施形態
の正面図であって、（ａ）は、矢板式岸壁として使用した場合を示し、（ｂ）は、岸壁（
護岸）の造設の場合を示し、（ｃ）は、橋台背面として使用する場合を示し、（ｄ）は、
軟弱基盤上の盛土として使用する場合を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　基本構成（１）の軽量土木及び建築用資材１２は、特許文献１及び同２の公知技術の場
合と同様に、発泡プラスチック粒１とコンクリート材２との混合によって形成されている
ことを基本構成とした上で、図１に示すように、球形を形成している発泡プラスチック粒
１が水溶性の接着剤３によって被覆されていることを基本的特徴としている。
【００１９】
　このような水溶性の接着剤３の被覆によって、発泡プラスチック粒１が変形し易いこと
による機械的強度の低下を補強するだけでなく、発泡プラスチック粒１及びコンクリート
材２に対する接着状態とすることによって機械的強度を増強していることは、既に効果の
項において説明した通りである。
【００２０】
　前記接着状態の形成については、基本構成（２）及び（３）の製造方法に即して後述す
る。
【００２１】
　水溶性の接着剤３としては、ポリアクリルアミド、ポリアクリル酸ナトリウム、ポリエ
チレンイミン、ポリビニルアルコール、ポリビニルブチラールのような水溶性樹脂、又は
水との混合によってエマルジョンを形成するアクリル・スチレン共重合体、アクリルアミ
ド・アクリレート共重合体、アスファルト・ポリエチレンが好適に採用されている。
　但し、膠、デキストリン、カゼイン、アラビアゴム等の天然の水溶性の接着剤３をも採
用することができる。
【００２２】
　基本構成（１）の軽量土木及び建築用資材１２においては、発泡プラスチック粒１とコ
ンクリート材２との重量比を適宜調整することができるが、当該調整によって、前記資材
の密度が変化する。
【００２３】
　通常の実施形態の場合には、前記資材の密度としては０．２～１．６ｇ／ｃｍ３の数値
範囲が採用されている。
【００２４】
　基本構成（１）の発泡プラスチック粒１は、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリエチ
レンとポリスチレンとの共重合体樹脂発泡体の３種類又はこれらの混合物が採用されてい
るが、その根拠は、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリエチレン・ポリスチレン共重合
体樹脂発泡体が何れも可塑性に富んでおり、発泡プラスチック粒１として製造し易いこと
にある。
【００２５】
　前記各発泡プラスチック粒１において、発泡領域の大きさを変化し、ＪＩＳ　Ｋ７２２
２に即して密度を測定し、かつＪＩＳ　Ｋ７２２０に即して圧縮強度を測定した場合の測
定値は、以下の表記載の通りである。
【００２６】
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【００２７】
　尚、表１における圧縮強さは、発泡プラスチック粒１の集合体を融着し合った状態とし
、かつ板状に成形した状態の圧縮強さであって、球形であって相互間に空隙が形成されて
いる発泡プラスチック粒１の集合体における圧縮強さではない。
【００２８】
　しかしながら、前記融着の段階にて各発泡プラスチック粒１が変形する訳ではない以上
、前記板状体における圧縮強さと、球形であって空隙を有する発泡プラスチック粒１の集
合体の圧縮強さとは、殆ど同程度の圧縮強度を呈することが判明している。
【００２９】
　前記表１のデータからも明らかなように、これらの３種類の発泡プラスチック粒１は、
コンクリート材２と混合状態に至る前段階において、所定の圧縮強さを発揮し得ることを
確認することができる。
【００３０】
　発泡プラスチック粒１としてポリスチレンを選択し、コンクリート材２においてセメン
トの重量比を４割５分とし、かつ発泡プラスチック粒１の外径の範囲は２ｍｍ～８ｍｍと
し、平均外径として５．０ｍｍを選択し、水溶性の接着剤３としてポリアクリルアミドを
採用し、かつ１ｍ３の発泡プラスチック粒１の集合体に対し、６ｋｇのポリアクリルアミ
ド及び６０リットルの水という割合によるポリアクリルアミドの水溶液３０と発泡プラス
チック粒１との混合物を用意した。
【００３１】
　前記選択、採用、及び用意の下に、基本構成（２）の製造方法によって、基本構成（１
）の軽量土木及び建築用資材１２を製造したが、その際、発泡プラスチック粒１とコンク
リート材２の重量比を変化することによって、軽量土木及び建築用資材１２の密度を順次
変化した場合のＪＩＳ　Ａ１１０８に即した圧縮強度の測定結果、ＪＩＳ　Ａ１１０６に
即した曲げ強度の測定結果、及びセラミックス複合材料に関するＪＩＳ　Ｒ１６７３に即
した圧縮弾性率の測定結果は、以下の表２記載の通りであり、かつ図３（ａ）、（ｂ）、
（ｃ）のグラフによって表示することができる。
【００３２】
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【表２】

【００３３】
　前記圧縮強度、曲げ強度、及び圧縮弾性率の数値は、発泡プラスチック粒１をポリアク
リルアミド等の水溶性樹脂による接着剤３によって被覆していない場合のデータに比し、
少なくとも２割程度大きな数値を示している。
【００３４】
　その原因としては、水溶性の接着剤３が発泡プラスチック粒１及びコンクリート材２と
の間に介在することによって双方に対する接着力を発揮したこと、及び基本構成（２）の
製造方法によって発泡プラスチック粒１がコンクリート材２内に均一に混合したことを想
定することができる。
【００３５】
　前記測定データのうち、密度０．２（ｇ／ｃｍ３）及び０．４（ｇ／ｃｍ３）の場合の
曲げ強度及び圧縮弾性率、更には密度１．６（ｇ／ｃｍ３）の場合の曲げ強度については
測定を行っていないが、その原因は、これらの密度が採用される頻度が少ないことに由来
している。
【００３６】
　基本構成（１）の軽量土木及び建築用資材１２の土木工事における地盤材としての使用
態様は、図４（ａ）に示すような矢板式岸壁の場合、図４（ｂ）に示すような岸壁（護岸
）の場合、図４（ｃ）に示すような橋台７背面の場合、図４（ｄ）に示すような軟弱基盤
上の盛土の場合等を典型例とするが、これらの使用における実施形態の場合には、圧縮強
度が２２０（ｋＮ／ｍ２）を以って必要にして十分な状態を維持することができる。
【００３７】
　更には、通常の民家及び１０階以下のマンションの場合には、地盤補強材として使用す
る場合には、９００（ｋＮ／ｍ２）を上回る圧縮強度は不要である。
【００３８】
　従って、基本構成（１）の軽量土木及び建築用資材１２において高い頻度によって採用
され得る密度の実施形態は、０．６～１．３（ｇ／ｃｍ３）である。
【００３９】
　表２及び図３の各グラフに示すように、基本構成（１）の軽量土木及び建築用資材１２
において、密度が大きくなるに従って、圧縮強度及び曲げ強度等の機械的強度が増加する
一方、圧縮弾性率もまた増加する。
【００４０】
　このような圧縮弾性率の増加は、外部からの圧力に対応する資材の伸縮の程度が小さい
状態にて外部からの振動に適応し得ることを示している。
【００４１】
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　基本構成（１）の軽量土木及び建築用資材１２において、密度が変化しない状態にて発
泡プラスチック粒１の平均外径をより大きい状態に変化した場合には、外部からの圧力に
対応して変形し得る限界を大きく設定し得ることに帰する。
【００４２】
　何故ならば、前記外部の圧力に対応して最も変形し易い領域は、発泡プラスチック粒１
が存在する領域であって、しかも当該変形の限界は、正に発泡プラスチック粒１の平均径
によって左右され、平均径が大きいほど外部の圧力に対応して順次変形することができ、
かつ破壊に必要な圧縮力もまた大きな数値と化すからである。
【００４３】
　従って、基本構成（１）の軽量土木及び建築用資材１２において、同一の密度でありな
がら、発泡プラスチック粒１の平均外径が大きい場合には、より大きな圧縮強度を有して
いることに帰する。
【００４４】
　かくみるならば、基本構成（１）において、発泡プラスチック粒１におけるスキン層の
外径を２．０ｍｍ～１０ｍｍという通常の外径の場合よりも上限値を大きく設定した上で
、前記密度として小さな数値を選択するに従って、前記外径につき、大きな数値を設定す
ることを特徴とする実施形態の場合には、より軽量であって取扱い上の便宜に資する軽量
土木及び建築用資材１２でありながら、必要な圧縮強度等の機械的強度を維持することが
でき、使用上好都合である。
【００４５】
　特に、前記密度と前記外径とが反比例関係にあることを特徴とする実施形態においては
、軽量化と機械的強度との両立をシンプルに実現することができ、極めて好都合である。
【００４６】
　尚、図１に示すように、発泡プラスチック粒１は、必然的に内側の空間部分を囲む球形
のスキン層１１を形成しており、当該スキン層１１の厚みは、製品によって千差万別であ
る。
【００４７】
　これに対し、水溶性の接着剤３の場合には、発泡プラスチック粒１の外径が大きいほど
大きな厚みを採用する傾向にあるが、乾燥した段階における厚みが約０．１ｍｍであって
も、発泡プラスチック粒１及びコンクリート材２の双方に対し接着力を発揮することがで
き、２ｍｍに至るような厚みは必ずしも必要ではない。
【００４８】
　基本構成（１）において、コンクリート材２中のセメントの重量比を３０％～６０％に
設定している実施形態においては、セメント自体が有している接着機能によって、多量の
水溶性の接着剤３をコンクリート材２中に混在している構成と十分匹敵し得る機械的強度
を発揮することができる。
【００４９】
　前記実施形態において、下限値の３０％は、圧縮強度等の機械的強度を確保する必要性
に立脚している一方、上限値の６０％については、当該上限値を超えても前記機械的強度
は然して改善され得ないこと及び経済コストの配慮に立脚している。
【００５０】
　基本構成（２）及び（３）の各製造方法において、発泡プラスチック粒１に対し、生コ
ンクリート材２０を混入した上で双方を攪拌翼４を有する攪拌機によって混合し、かつ順
次固化することは、従来技術の場合と同様である。
　尚、従来技術及び基本構成（２）において、生コンクリート材２０に対し発泡プラスチ
ック粒１を混入しないのは、そのような順序による混入の場合には、生コンクリート材２
０の上側に浮上している発泡プラスチック粒１を攪拌によって上下一様に混合することが
極めて煩雑であり、かつ困難であることに由来している。
【００５１】
　但し、基本構成（２）においては、図２（ａ）に示すように、発泡プラスチック粒１の
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周囲を水溶性の接着剤３の水溶液３０と混合状態にした上で、前記の生コンクリート材２
０との攪拌混合及び固化を順次実現しており、基本構成（３）においては、図２（ｂ）に
示すように、発泡プラスチック粒１を水溶性の接着剤３によって被覆した上で、前記の生
コンクリート材２０との攪拌混合及び固化を順次実現しているが、何れにおいても、水溶
性の接着剤３の介在において従来技術の製造方法と相違している。
【００５２】
　基本構成（２）においては、発泡プラスチック粒１の集合体に対し、水と混合している
水溶性の接着剤３の水溶液３０を混入し、発泡プラスチック粒１及び当該水溶液３０を撹
拌混合した上で、発泡プラスチック粒１と前記水溶液３０との混合物に対し、生コンクリ
ート材２０を混入し、前記水溶液３０、発泡プラスチック粒１及び生コンクリート材２０
を撹拌した後に順次乾燥することのみに基づいて、基本構成（１）の軽量土木及び建築用
資材１２を製造している。
【００５３】
　基本構成（２）の製造方法の場合には、水溶性の接着剤３が水溶液３０の状態にて発泡
プラスチック粒１及び生コンクリート材２０中のセメント及び砂利と接触し合った後に順
次乾燥する過程において、双方に対し接着した状態を形成することができる。
【００５４】
　基本構成（３）の製造方法の場合には、図２（ｂ）に示すように、予め発泡プラスチッ
ク粒１と水溶性の接着剤３の水溶液３０とを撹拌混合した上で乾燥することによって、発
泡プラスチック粒１に当該接着剤３を被覆した状態を形成した後に、当該被覆状態にある
発泡プラスチック粒１に対し、生コンクリート材２０を混入し、かつ発泡プラスチック粒
１及び生コンクリート材２０を撹拌した後に順次乾燥することのみに基づいて基本構成（
１）の軽量土木及び建築用資材１２を製造している。
【００５５】
　このように、基本構成（３）の製造方法においては、予め発泡プラスチック粒１を水溶
性の接着剤３によって被覆するという独立した工程を必要とする点において、基本構成（
２）よりも多少製造効率が低いことを否定することができない。
【００５６】
　しかしながら、基本構成（３）の場合には、発泡プラスチック粒１を被覆している水溶
性の接着剤３が生コンクリート２０中の水に溶融し、更にはコンクリート材２との接着状
態を形成することができる。
【００５７】
　基本構成（２）及び（３）においては、発泡プラスチック粒１に対して混入する前段階
にある生コンクリート材２０のサンプルにおける水の重量比が２５％～４５％の範囲であ
って、サンプルの密度が大きいほど水の重量比が大きいことを特徴とする実施形態が好適
に採用されている。
【００５８】
　上記発泡プラスチック粒１に混入する前段階にあるサンプルによる実施形態のように、
水の重量比を４５％以下とし、かつ２５％以下とした上で、乾燥した場合の密度が大きく
なるほど水の重量比を大きく設定することによって、コンクリート材２の強度及び生コン
クリート材２０の流動性の双方を両立することができる。
【００５９】
　前記実施形態においては、通常乾燥した場合のコンクリート材２の密度が０．６である
場合には水の重量比を２５％とし、上記密度が１．０の場合には水の重量比を４５％と設
定している。
【００６０】
　以下、実施例に即して、本願発明の特徴である軽量土木及び建築用資材１２の使用方法
を説明する。
【実施例】
【００６１】
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　実施例においては、基本構成（１）の軽量土木及び建築用資材１２を変形自在の包装袋
中に収容し、地盤材として使用する領域に当該包装袋を単位として敷設することを特徴と
する軽量土木及び建築用資材１２の使用方法を特徴としている。
【００６２】
　前記特徴を伴う実施例は、特に、図４（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）のような地盤材
を使用する土木工事において好適に採用することができる。
　但し、前記実施例は、床材等の建築用資材の場合においても採用可能である。
【００６３】
　このように、変形自在な包装袋中への収納を単位とする軽量土木及び建築用資材１２を
取り扱うことによって、効率的な敷設工事を実現することができる。
【産業上の利用可能性】
【００６４】
　基本構成（１）、（２）、（３）に立脚している本願発明は、発泡プラスチック粒とコ
ンクリート材との間に接着剤が介在することによって、機械的強度が高い軽量土木及び建
築用資材を安価な経済コストの下に実現することが可能であり、その利用範囲は絶大であ
る。
【符号の説明】
【００６５】
１　　発泡プラスチック粒
１１　発泡プラスチック粒のスキン層
２　　コンクリート材
２１　コンクリート材中の空隙
２０　生コンクリート材
１２　軽量土木及び建築用資材
３　　水溶性の接着剤
３０　水溶性の接着剤の水溶液
４　　攪拌翼
５　　河川及び海の水
６　　河川の壁部
７　　橋台
８　　道路
９　　盛土地盤
【要約】
【課題】発泡プラスチック粒を採用している軽量土木及び建築用資材において、製造上の
コストが安価であって、発泡プラスチック粒の介在による機械的強度を補強し得るような
構成を提供すること。
【解決手段】発泡ポリスチレン、発泡ポリプロピレン、ポリエチレンとポリスチレンとの
共重合体樹脂発泡体の何れか、又はこれらの混合物からなる発泡プラスチック粒１と、コ
ンクリート材２との混合によって形成されている軽量土木及び建築用資材１２であって、
しかも発泡プラスチック粒１とコンクリート材２との間に水溶性の接着剤３が介在してい
る軽量土木及び建築用資材１２、及び水溶性の接着剤３の水溶液３０と混合している発泡
プラスチック粒１又は水溶性の接着剤３によって被覆された前記発泡プラスチック粒１に
対し、生コンクリート材２０を混入して攪拌した後に順次乾燥した上で前記軽量土木及び
建築用資材１２を製造し、かつ前記課題を達成する構成。
【選択図】図１
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【図２（ｂ）】 【図３】
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